
正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
印
刷
誤
り
）

四
上
五
〜
八
行
頭
を
そ
れ
ぞ
れ
一
字
下
げ
る
。

（
原
稿
誤
り
）

八
上
表
中
名
称

欄
中一
六
陰
庵

蔭
庵

（
原
稿
誤
り
）

三
下
表
中
所
在

地
欄
中五
新
富
町
一

新
富
一

令和年月日 月曜日 第号官 報

第
二
種
金
融
商
品
取
引
業
の
廃
止
の
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
八
月
二
十
五
日
を
も
っ
て
第
二
種

金
融
商
品
取
引
業
を
廃
止
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。

金
融
商
品
取
引
法
第
五
十
条
の
二
第
八
項
に
規
定
す
る

顧
客
取
引
の
結
了
の
方
法
並
び
に
第
二
種
金
融
商
品
取
引

業
に
関
し
顧
客
か
ら
預
託
を
受
け
た
財
産
及
び
そ
の
計
算

に
お
い
て
当
社
が
占
有
す
る
財
産
の
返
還
の
方
法
に
つ
き

ま
し
て
は
、
結
了
が
必
要
な
顧
客
取
引
及
び
返
還
を
必
要

と
す
る
顧
客
財
産
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

以
上
、
金
融
商
品
取
引
法
第
五
十
条
の
二
第
六
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
い
た
し
ま
す
。

訂
正
公
告

令
和
七
年
六
月
三
十
日
（
号
外
第
一
四
八
号
）
掲
載
の

第
三
十
一
期
決
算
公
告
（
枠
組
）
中
、
流
動
資
産
の
金
額

「7
2
,5
3
0

」
と
あ
る
は
「8

0
,7
9
9

」、
資
産
の
部
合
計
の
金

額
「2

1
6
,4
0
0

」
と
あ
る
は
「2

2
4
,6
6
8

」、
株
主
資
本
の
金

額
「2

1
,2
5
1

」
と
あ
る
は
「2

9
,5
1
9

」、
利
益
剰
余
金
の
金

額
「

2
1
,0
2
2

」
と
あ
る
は
「

1
2
,7
5
3

」、
そ
の
他
利
益
剰

余
金
の
金
額
「

2
1
,0
2
2

」
と
あ
る
は
「

1
2
,7
5
3

」、
う
ち

当
期
純
損
失
の
金
額「（2

3
,9
4
6

）」と
あ
る
は「（1

5
,6
7
8

）」、

負
債
及
び
純
資
産
の
部
合
計
の
金
額
「2

1
6
,4
0
0

」
と
あ

る
は
「2

2
4
,6
6
8

」
の
誤
り
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
訂
正
し
ま

す
。令

和
七
年
七
月
七
日

山
梨
県
南
都
留
郡
西
桂
町
下
暮
地
三
六
七
番
地

富
士
ア
ク
ア
株
式
会
社

代
表
取
締
役

小
森

康
伸

平
成
十
八
年
十
二
月
十
九
日（
号
外
第
二
百
八
十
四
号
）

文
部
科
学
省
告
示
第
百
四
十
七
号
（
文
化
財
を
登
録
有
形

文
化
財
に
登
録
す
る
件
）

平
成
三
十
年
五
月
十
日
（
号
外
第
百
号
）
文
部
科
学
省

告
示
第
七
十
五
号
（
文
化
財
を
登
録
文
化
財
に
登
録
す
る

件
）

令
和
七
年
七
月
七
日

大
阪
市
西
区
北
堀
江
一
丁
目
一
番
四
号

ア
ス
カ
オ
フ
ィ
ス
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

杉
本
恵
一
郎

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
第
百
九
条
の

規
定
に
基
づ
き
、
優
先
資
本
金
の
額
を
十
九
億
五
千
万
円

減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
五
月
七
日

掲
載
頁

五
十
三
頁
（
号
外
第
一
〇
一
号
）

右
決
算
公
告
に
係
る
訂
正
公
告
を
令
和
七
年
六
月
十
九

日
付
官
報
三
十
二
頁
（
第
一
四
八
九
号
）
に
掲
載
し
て
お

り
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
七
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
一
一
番
一
号

ハ
ー
モ
ニ
ー
特
定
目
的
会
社

取
締
役

チ
ョ
ン
・
チ
ュ
ン
・
カ
ウ

優
先
出
資
の
消
却
に
つ
き
優
先
出
資
証
券
提
出
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
十
九
億
五
千
万
円
減
少

す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
の
優
先
出
資
証

券
を
所
有
す
る
方
は
、
効
力
発
生
日
で
あ
る
令
和
七
年
八

月
八
日
ま
で
に
当
社
に
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

令
和
七
年
七
月
七
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
一
一
番
一
号

ハ
ー
モ
ニ
ー
特
定
目
的
会
社

取
締
役

チ
ョ
ン
・
チ
ュ
ン
・
カ
ウ

債
権
申
出
の
公
告
（
第
一
回
）

当
社
規
約
型
確
定
給
付
企
業
年
金
は
、
令
和
七
年
七
月

一
日
確
定
給
付
企
業
年
金
法
第
八
十
三
条
第
一
項
第
一
号

に
該
当
し
た
こ
と
に
よ
り
終
了
し
た
の
で
当
社
規
約
型
確

定
給
付
企
業
年
金
に
債
権
を
有
す
る
者
は
、
本
公
告
掲
載

の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
右
期
間

内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
七
日

愛
知
県
名
古
屋
市
西
区
市
場
木
町
三
九
〇
番
地

御
幸
毛
織
株
式
会
社

規
約
型
確
定
給
付
企
業
年
金
清
算
人

宮
﨑

喜
幸

訂
正
公
告

令
和
七
年
七
月
一
日
掲
載
の
定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公

告
中
、「
代
表
取
締
役

河
原
田
浩
喜
」
と
あ
る
は
「
代
表

取
締
役

永
田

嗣
昭
」
の
誤
り
に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
七
日

福
島
市
新
町
七
番
二
二
号

株
式
会
社
福
島
県
中
央
計
算
セ
ン
タ
ー

代
表
取
締
役

永
田

嗣
昭

取
消
公
告

令
和
七
年
五
月
七
日
（
号
外
第
一
〇
一
号
）
掲
載
の
当

社
の
解
散
公
告
は
取
消
し
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
七
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
二
丁
目
二
番
三
号
丸
の

内
仲
通
り
ビ
ル
六
階

Ｔ
ｈ
ｏ
ｒ
合
同
会
社

清
算
人

山
田

秀
人

令
和
七
年
七
月
二
日
（
号
外
第
百
五
十
一
号
）
公
布
政

令
第
二
百
三
十
七
号
（
地
方
自
治
法
施
行
令
等
の
一
部
を

改
正
す
る
政
令
）


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